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犯
罪
少
年
に
関
す
る
一
九
四
五
年
二
月
二
日
の

オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
四
五

一
七
四
号
（
二
）

フ
ラ
ン
ス
刑
事
立
法
研
究
会
（
訳
）

は
し
が
き

犯
罪
少
年
に
関
す
る
一
九
四
五
年
二
月
二
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
四
五

一
七
四
号

第
一
章

総
則

第
二
章

手
続

（
以
上
、
八
一
巻
一
・
二
号
）

第
三
章

少
年
裁
判
所
及
び
少
年
重
罪
法
院

（
以
上
、
本
号
）

第
三
章
の
二

少
年
軽
罪
裁
判
所

第
三
章
の
三

少
年
に
対
す
る
刑
事
手
続
の
休
止

第
四
章

監
視
付
自
由

第
五
章

雑
則

第
六
章

海
外
領
土
及
び
マ
イ
ヨ
ッ
ト
県
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
規
定

第
三
章

少
年
裁
判
所
及
び
少
年
重
罪
法
院

第
一
三
条

二
〇
一
一
年
一
二
月
二
六
日
の
法
律
第
二
〇
一
一

一

九
四
〇
号
第
五
条
（
Ｖ
Ｄ
）
に
よ
り
修
正
）

①
少
年
裁
判
所
は
、
少
年
、
証
人
、
親
、
後
見
人
ま
た
は
監
護
権
者
、

検
察
官
、
及
び
、
弁
護
人
を
聴
問
し
た
後
、
決
定
を
下
す
。
少
年
裁

判
所
は
、
成
人
の
共
同
正
犯
者
ま
た
は
共
犯
者
を
参
考
ま
で
に
聴
問

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
少
年
裁
判
所
裁
判
長
は
、
少
年
の
利
益
に
照
ら
し
て
必
要
な
場
合
、

少
年
に
対
し
て
審
判
へ
の
出
廷
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
、
少
年
は
、
弁
護
人
に
よ
り
、
ま
た
は
、
少
年
の
父
親
、
母
親

も
し
く
は
後
見
人
に
よ
り
代
理
さ
れ
る
。
決
定
は
、
対
審
に
よ
っ
た

も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

③
少
年
裁
判
所
は
、
付
託
さ
れ
た
事
実
が
少
年
軽
罪
裁
判
所
の
管
轄

に
属
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
場
合
、
少
年
軽
罪
裁
判
所
へ
の
事
件
の

移
送
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
少
年
が
勾
留
、
電
子
監
視
付
居

住
指
定
ま
た
は
司
法
統
制
処
分
に
付
さ
れ
て
い
る
場
合
、
少
年
裁
判

所
は
、
第
一
〇

二
条
、
第
一
〇

三
条
及
び
第
一
一
条
に
準
拠
し
て

理
由
を
付
し
た
決
定
に
よ
り
、
少
年
軽
罪
裁
判
所
に
お
け
る
審
判
ま

で
、
当
該
措
置
の
継
続
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
少
年
軽
罪
裁
判

所
の
審
判
は
、
遅
く
と
も
一
ヵ
月
以
内
に
開
廷
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
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ず
、
こ
れ
に
反
し
た
場
合
、
勾
留
、
電
子
監
視
付
居
住
指
定
ま
た
は

司
法
統
制
処
分
は
終
了
す
る
。

④
少
年
裁
判
所
は
、
軽
罪
の
擬
律
の
下
で
係
属
さ
れ
た
事
実
に
重
罪

の
擬
律
を
適
用
す
る
と
決
す
る
場
合
、
一
六
歳
未
満
の
少
年
に
対
し

て
は
係
属
を
維
持
す
る
。
少
年
裁
判
所
は
、
そ
の
際
、
移
送
命
令
が

少
年
係
判
事
か
ら
発
せ
ら
れ
る
場
合
に
は
、
補
充
的
調
査
を
命
じ
、

こ
の
た
め
に
予
審
判
事
に
権
限
を
付
託
す
る
。

第
一
三

一
条

二
〇
〇
七
年
三
月
五
日
の
法
律
第
二
〇
〇
七

二

九
七
号
第
五
八
条
に
よ
り
創
設
）

刑
事
訴
訟
法
第
三
九
九
条
は
、
少
年
裁
判
所
の
審
判
に
適
用
さ
れ

る
。

第
一
四
条

二
〇
一
一
年
八
月
一
〇
日
の
法
律
第
二
〇
一
一

九
三

九
号
第
四
三
条
に
よ
り
修
正
）

①
各
事
件
は
、
す
べ
て
の
他
の
被
告
人
が
い
な
い
状
態
で
、
個
別
に

裁
判
さ
れ
る
。

②
審
理
へ
の
出
席
が
許
さ
れ
る
の
は
、
私
訴
原
告
人
で
あ
る
と
否
と

を
問
わ
ず
、
事
件
の
被
害
者
、
証
人
、
少
年
の
近
親
者
、
後
見
人
も

し
く
は
法
定
代
理
人
、
弁
護
士
会
の
構
成
員
、
更
生
保
護
施
設
及
び

少
年
を
引
受
け
る
機
関
ま
た
は
部
局
の
代
表
者
、
監
視
付
自
由
を
委

託
さ
れ
た
者
の
み
で
あ
る
。

③
裁
判
長
は
、
何
時
で
も
、
少
年
に
対
し
、
一
連
の
審
理
の
全
部
ま

た
は
一
部
の
間
、
退
廷
す
る
よ
う
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
裁
判
長

は
、
同
様
に
、
証
人
に
対
し
、
そ
の
審
問
後
、
退
廷
を
命
じ
る
こ
と

が
で
き
る
。

④
少
年
裁
判
所
の
審
理
の
記
録
を
公
表
す
る
こ
と
は
、
図
書
、
出
版

物
、
ラ
ジ
オ
放
送
、
映
画
、
ま
た
は
、
そ
の
他
方
法
の
如
何
に
か
か

わ
ら
ず
禁
止
さ
れ
る
。
同
様
の
方
法
に
よ
り
、
犯
罪
少
年
の
身
元
及

び
人
格
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
文
章
ま
た
は
あ
ら
ゆ
る
挿
絵
を
公
表
す

る
こ
と
も
、
同
様
に
禁
止
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
に
対
す
る
違
反

は
、
一
五
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
。

⑤
判
決
は
、
少
年
が
出
席
す
る
公
判
廷
に
お
い
て
言
い
渡
さ
れ
る
。

判
決
は
公
表
さ
れ
う
る
が
、
但
し
、
少
年
の
名
前
は
、
頭
文
字
に

よ
っ
て
さ
え
も
示
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
こ
れ
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、

一
五
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
。

⑥
被
訴
追
少
年
の
数
ま
た
は
非
難
さ
れ
る
犯
罪
に
起
因
す
る
、
特
別

な
複
雑
さ
を
呈
す
る
事
件
を
除
き
、
少
年
が
い
ま
だ
有
罪
判
決
の
対

象
と
な
っ
て
い
な
い
場
合
、
判
決
は
、
遅
く
と
も
審
判
後
、
一
ヵ
月

以
内
に
言
い
渡
さ
れ
る
。
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第
一
四

一
条

一
九
九
二
年
一
二
月
一
六
日
の
法
律
第
九
二

一

三
三
六
号
第
三
三
二
条
（
Ｖ
）
に
よ
り
修
正
）

①
前
条
第
四
項
及
び
第
五
項
に
対
す
る
違
反
が
、
出
版
物
を
通
じ
て

な
さ
れ
た
場
合
、
発
行
責
任
者
ま
た
は
発
行
人
は
、
発
行
と
い
う
行

為
の
み
で
、
正
犯
者
と
し
て
、
前
条
第
四
項
及
び
第
五
項
に
規
定
さ

れ
る
刑
罰
に
処
せ
ら
れ
る
。

②
こ
れ
ら
の
者
を
欠
く
場
合
、
著
者
、
著
者
を
欠
く
場
合
、
印
刷
業

者
、
販
売
業
者
及
び
広
告
業
者
が
、
正
犯
者
と
し
て
訴
追
さ
れ
る
。

③
著
者
は
正
犯
者
と
し
て
訴
追
さ
れ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
共
犯

者
と
し
て
訴
追
さ
れ
る
。

④
前
三
項
に
か
か
わ
ら
ず
、
刑
法
一
二
一

六
条
及
び
一
二
一

七
条

が
適
用
さ
れ
う
る
者
は
す
べ
て
、
共
犯
者
と
し
て
訴
追
さ
れ
う
る
。

第
一
四

二
条

二
〇
一
一
年
八
月
一
〇
日
の
法
律
第
二
〇
一
一

九
三
九
号
第
四
四
条
に
よ
り
修
正
）

Ⅰ
｜
共
和
国
検
事
の
も
と
に
召
喚
さ
れ
た
一
六
歳
以
上
一
八
歳
未
満

の
少
年
は
、
本
条
に
規
定
さ
れ
る
場
合
で
、
か
つ
、
本
条
に
規
定
さ

れ
る
態
様
に
よ
り
、
少
年
の
た
め
の
裁
判
所
へ
の
即
時
出
頭
手
続
に

よ
り
訴
追
さ
れ
う
る
。

Ⅱ
｜
少
年
の
た
め
の
裁
判
所
へ
の
即
時
出
頭
手
続
は
、
現
行
犯
の
場

合
に
は
一
年
以
上
の
拘
禁
刑
、
そ
の
他
の
場
合
に
は
三
年
以
上
の
拘

禁
刑
が
科
さ
れ
る
少
年
に
適
用
さ
れ
る
。
本
手
続
が
開
始
さ
れ
る
の

は
、
少
年
が
本
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
適
用
に
よ
り
一
つ
も
し
く
は
複
数

の
手
続
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
か
ま
た
は
既
に
な
っ
た
場
合
で
、
事

実
に
関
す
る
調
査
が
必
要
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
少
年
の
人

格
に
関
す
る
調
査
が
第
八
条
に
基
づ
き
先
行
す
る
一
二
ヶ
月
以
内
に

完
遂
さ
れ
て
い
る
場
合
の
み
で
あ
る
。
但
し
、
少
年
が
不
在
で
あ
っ

た
が
故
に
、
人
格
に
関
す
る
調
査
が
、
第
八
条
の
適
用
に
基
づ
く
先

行
手
続
に
際
し
、
完
遂
さ
れ
え
な
か
っ
た
場
合
、
第
一
二
条
の
適
用

に
よ
り
実
施
さ
れ
る
調
査
が
考
慮
さ
れ
う
る
。

Ⅲ
｜
①
共
和
国
検
事
は
、
Ⅱ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
調
査
に
よ
り
判
明

し
た
人
格
に
関
す
る
要
素
を
手
続
の
一
件
書
類
に
添
付
し
た
後
、
少

年
が
選
任
す
る
弁
護
人
、
ま
た
は
、
少
年
も
し
く
は
少
年
の
法
定
代

理
人
が
弁
護
士
を
選
任
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
共
和
国
検
事
の
請

求
に
基
づ
き
弁
護
士
会
会
長
に
よ
り
指
名
さ
れ
る
弁
護
人
の
立
会
い

の
下
、
自
ら
の
も
と
に
召
喚
さ
れ
た
少
年
の
身
元
を
確
認
し
、
非
難

さ
れ
て
い
る
事
実
を
少
年
に
告
知
す
る
。
弁
護
人
は
、
指
名
の
時
点

か
ら
、
一
件
書
類
を
閲
覧
し
、
少
年
と
自
由
に
連
絡
を
取
る
こ
と
が

で
き
る
。

②
共
和
国
検
事
は
、
少
年
の
弁
護
人
、
及
び
、
場
合
に
よ
っ
て
は
少

年
自
身
の
弁
解
を
聴
取
し
た
後
、
少
年
に
対
し
、
裁
判
を
受
け
る
た

め
に
少
年
裁
判
所
に
召
喚
さ
れ
る
旨
通
知
し
、
一
〇
日
以
上
一
ヵ
月

犯罪少年に関する一九四五年二月二日のオルドナンス第四五-一七四号（二）(フランス刑事立法研究会（訳))
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以
内
の
期
間
に
開
催
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
の
審
判
の
期
日

を
通
告
す
る
。

③
但
し
、
正
式
に
召
喚
さ
れ
た
少
年
の
法
定
代
理
人
が
異
議
を
申
し

立
て
る
場
合
を
除
き
、
少
年
及
び
少
年
の
弁
護
人
に
よ
る
明
示
の
同

意
が
あ
る
場
合
、
一
〇
日
の
期
間
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
少
年

の
出
廷
に
引
き
続
き
、
少
年
裁
判
所
の
第
一
回
審
判
に
お
い
て
、
少

年
に
対
す
る
判
決
が
行
わ
れ
る
。

④
前
三
項
に
挙
げ
ら
れ
る
手
続
は
調
書
の
対
象
と
な
り
、
そ
の
複
写

は
少
年
に
交
付
さ
れ
、
調
書
原
本
は
少
年
裁
判
所
に
託
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
こ
れ
に
違
反
し
た
場
合
、
手
続
は
無
効
と
な
る
。

Ⅳ
｜
①
共
和
国
検
事
は
、
Ⅲ
に
規
定
さ
れ
る
手
続
を
行
っ
た
後
、
判

決
公
判
ま
で
、
少
年
を
司
法
統
制
処
分
、
電
子
監
視
付
居
住
指
定
、

ま
た
は
、
勾
留
に
付
す
べ
き
と
す
る
自
ら
の
請
求
に
関
し
裁
定
を
受

け
る
た
め
、
直
ち
に
少
年
を
少
年
係
判
事
の
も
と
に
出
頭
さ
せ
る
。

②
少
年
係
判
事
は
、
理
由
を
付
し
た
命
令
に
よ
っ
て
裁
定
を
下
す
が
、

こ
の
命
令
は
、
事
案
に
応
じ
て
、
刑
事
訴
訟
法
第
一
三
七
条
ま
た
は

第
一
四
四
条
の
規
定
を
参
照
し
つ
つ
、
決
定
の
根
拠
を
な
す
法
律
及

び
事
実
に
関
す
る
所
見
の
提
示
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
少
年

係
判
事
は
、
対
審
に
お
い
て
、
請
求
を
展
開
す
る
共
和
国
検
事
の
所

見
、
次
に
、
少
年
及
び
少
年
の
弁
護
人
の
意
見
を
聴
取
し
た
後
、
執

務
室
に
お
い
て
裁
定
を
下
す
。
少
年
係
判
事
は
、
必
要
に
応
じ
て
、

こ
の
審
理
の
間
、
少
年
が
委
託
さ
れ
た
機
関
の
代
表
者
の
申
述
を
聴

取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

③
少
年
の
法
定
代
理
人
は
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
に
よ
り
少
年
係
判
事
の

決
定
を
通
知
さ
れ
る
。
命
令
は
、
予
審
部
へ
の
抗
告
の
対
象
と
な
り

う
る
。
そ
の
際
、
刑
事
訴
訟
法
第
一
八
七

一
条
及
び
第
一
八
七

二

条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。

④
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
少
年
係
判
事
は
、
共
和
国
検
事
の

請
求
を
認
容
し
な
い
場
合
、
第
八
条
及
び
第
一
〇
条
に
規
定
さ
れ
る

措
置
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
、
必
要
な
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
の
措
置

を
少
年
の
出
頭
ま
で
命
じ
う
る
。

⑤
少
年
が
司
法
統
制
処
分
ま
た
は
電
子
監
視
付
居
住
指
定
の
義
務
に

違
反
す
る
場
合
、
刑
事
訴
訟
法
第
一
四
一

二
条
第
二
項
及
び
第
一

四
一

四
条
が
適
用
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
自
由
と
拘
禁
判
事
に
付
与

さ
れ
る
権
限
は
、
少
年
係
判
事
に
よ
り
行
使
さ
れ
、
予
審
判
事
に
付

与
さ
れ
る
権
限
は
、
共
和
国
検
事
に
よ
り
行
使
さ
れ
る
。

⑥
勾
留
に
付
さ
れ
て
い
る
少
年
ま
た
は
そ
の
弁
護
人
は
、
何
時
で
も
、

少
年
の
保
釈
を
請
求
で
き
る
。
こ
の
請
求
は
少
年
係
判
事
に
な
さ
れ
、

少
年
係
判
事
は
、
検
察
意
見
を
聴
取
す
る
た
め
、
共
和
国
検
事
に
書

類
を
即
時
に
送
達
す
る
。
少
年
係
判
事
は
、
刑
事
訴
訟
法
第
一
四
八

条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
基
づ
き
、
自
由
と
拘
禁
判
事
に
委
託
さ
れ

る
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
り
、
共
和
国
検
事
へ
の
送
達
に
続
く

資 料
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五
日
以
内
に
裁
定
を
下
す
。

Ⅴ
｜
①
本
条
の
適
用
に
よ
り
係
属
さ
れ
た
少
年
裁
判
所
は
、
第
一
三

条
一
項
、
及
び
、
第
一
四
条
の
規
定
に
従
っ
て
裁
定
を
下
す
。

②
但
し
、
少
年
裁
判
所
は
、
事
件
が
裁
判
に
付
さ
れ
る
状
態
に
な
い

と
思
料
す
る
場
合
、
必
要
に
応
じ
て
、
調
査
の
補
充
を
行
う
た
め
少

年
係
判
事
を
任
命
し
、
ま
た
は
、
第
八
条
及
び
第
一
〇
条
に
規
定
さ

れ
る
措
置
の
一
つ
を
命
じ
る
旨
決
定
し
た
上
で
、
職
権
ま
た
は
当
事

者
の
請
求
に
よ
り
、
一
ヵ
月
以
内
に
開
催
さ
れ
る
次
回
の
審
判
に
移

送
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
裁
判
所
は
、
少
年
が
勾
留
ま
た
は
司
法
統

制
処
分
に
付
さ
れ
て
い
る
場
合
、
特
別
に
理
由
を
付
し
た
決
定
に
よ

り
、
措
置
の
継
続
に
つ
い
て
裁
定
を
下
す
。
少
年
が
勾
留
に
付
さ
れ

て
い
る
場
合
、
本
案
判
決
は
、
裁
判
所
へ
の
最
初
の
出
廷
の
日
か
ら

一
ヵ
月
以
内
に
下
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
期
間
満
了
時
点

で
本
案
決
定
が
な
い
場
合
、
勾
留
は
終
了
す
る
。

③
少
年
裁
判
所
も
同
様
に
、
事
件
の
重
大
性
及
び
複
雑
性
に
鑑
み
、

調
査
の
補
充
が
必
要
で
あ
る
と
思
料
す
る
場
合
、
共
和
国
検
事
に
書

類
を
送
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
少
年
が
勾
留
に
付
さ
れ
て
い
る
場

合
、
少
年
裁
判
所
は
、
少
年
係
判
事
ま
た
は
予
審
判
事
の
も
と
へ
出

頭
す
る
ま
で
、
少
年
の
勾
留
を
継
続
す
る
か
に
つ
き
あ
ら
か
じ
め
裁

定
を
下
す
。
被
告
人
が
職
権
に
よ
り
釈
放
さ
れ
な
い
限
り
、
こ
の
出

頭
は
、
即
日
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ⅵ
｜
本
条
の
規
定
は
、
科
せ
ら
れ
る
刑
罰
が
五
年
以
上
七
年
以
下
で

あ
る
こ
と
を
条
件
に
、
一
三
歳
以
上
一
六
歳
未
満
の
少
年
に
も
適
用

さ
れ
る
。
そ
の
際
、
共
和
国
検
事
が
請
求
し
う
る
の
は
、
第
一
〇

二
条
Ⅲ
の
規
定
に
従
い
、
少
年
裁
判
所
へ
の
出
頭
ま
で
少
年
を
司

法
統
制
処
分
に
付
す
る
こ
と
の
み
で
あ
り
、
そ
の
審
判
は
、
一
〇
日

以
上
二
ヵ
月
以
内
の
間
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
五
条

二
〇
〇
七
年
三
月
五
日
の
法
律
第
二
〇
〇
七

二
九
七

号
第
五
九
条
に
よ
り
修
正
）

一
三
歳
未
満
の
少
年
に
対
し
て
被
疑
事
実
が
証
明
さ
れ
る
場
合
、

少
年
裁
判
所
は
、
理
由
を
付
し
た
決
定
に
よ
り
、
以
下
の
措
置
の
一

つ
を
宣
告
す
る
。

１

少
年
の
親
、
少
年
の
後
見
人
、
少
年
の
監
護
権
を
有
し
て
い
た

者
ま
た
は
信
頼
に
値
す
る
者
へ
の
引
渡
し

２

認
可
を
受
け
た
、
教
育
も
し
く
は
職
業
訓
練
を
行
う
公
的
も
し

く
は
民
間
の
組
織
ま
た
は
施
設
へ
の
収
容

３

認
可
を
受
け
た
、
医
療
施
設
ま
た
は
治
療
教
育
施
設
へ
の
収
容

４

少
年
援
護
局
へ
の
引
渡
し

５

就
学
年
齢
の
犯
罪
少
年
に
適
し
た
寄
宿
舎
へ
の
収
容

６

第
一
六
条
の
三
に
定
め
ら
れ
る
条
件
に
お
い
て
、
日
中
活
動
措

置
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第
一
五

一
条

二
〇
一
一
年
三
月
一
四
日
の
法
律
第
二
〇
一
一

二
六
七
号
第
四
三
条
（
Ｖ
Ｄ
）
に
よ
り
修
正
）

①
一
〇
歳
以
上
の
少
年
に
対
し
て
被
疑
事
実
が
証
明
さ
れ
る
場
合
、

少
年
裁
判
所
は
、
理
由
を
付
し
た
決
定
に
よ
り
、
以
下
の
教
育
的
制

裁
の
一
つ
ま
た
は
複
数
を
宣
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

少
年
の
所
持
し
ま
た
は
所
有
す
る
物
で
、
犯
行
に
供
し
ま
た
は

犯
罪
か
ら
生
成
し
た
物
の
没
収

２

一
年
を
超
え
な
い
期
間
、
裁
判
所
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
、
犯
罪

が
行
わ
れ
た
一
つ
ま
た
は
複
数
の
場
所
へ
の
立
ち
入
り
禁
止
。
但

し
、
少
年
が
日
常
的
に
居
住
し
て
い
る
場
所
を
除
く
。

３

一
年
を
超
え
な
い
期
間
、
裁
判
所
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
、
一
人

も
し
く
は
複
数
の
犯
罪
被
害
者
と
の
面
会
も
し
く
は
訪
問
の
受
入

れ
、
ま
た
は
、
こ
れ
ら
の
者
と
の
連
絡
の
禁
止

４

一
年
を
超
え
な
い
期
間
、
裁
判
所
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
、
場
合

に
よ
っ
て
は
存
在
し
う
る
一
人
も
し
く
は
複
数
の
共
同
正
犯
者
も

し
く
は
共
犯
者
と
の
面
会
も
し
く
は
訪
問
の
受
入
れ
、
ま
た
は
、

こ
れ
ら
の
者
と
の
連
絡
の
禁
止

５

第
一
二

一
条
に
定
め
ら
れ
る
援
助
ま
た
は
賠
償
措
置

６

一
ヵ
月
を
超
え
な
い
期
間
、
法
律
か
ら
生
じ
る
義
務
を
少
年
に

喚
起
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
、
市
民
訓
育
研
修
を
受
講
す
る
義

務
。
な
お
、
こ
の
研
修
の
実
施
態
様
は
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
デ

ク
レ
で
こ
れ
を
定
め
る
。

７

最
長
三
ヵ
月
間
、
行
わ
れ
た
行
為
に
関
す
る
心
理
学
的
、
教
育

的
及
び
社
会
的
訓
練
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
認
可
を
受
け

た
、
常
居
所
外
に
位
置
す
る
、
公
的
も
し
く
は
民
間
の
教
育
組
織

ま
た
は
施
設
へ
の
収
容
措
置
。
な
お
、
こ
の
期
間
は
一
度
更
新
可

能
で
あ
る
。
但
し
、
一
〇
歳
以
上
一
三
歳
未
満
の
少
年
に
対
し
て
、

収
容
期
間
は
一
ヵ
月
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

８

学
業
の
実
践

９

厳
粛
な
警
告

10

就
学
年
齢
に
対
応
し
た
期
間
、
寄
宿
舎
を
併
設
す
る
学
校
施
設

へ
の
収
容
。
但
し
、
少
年
に
は
、
週
末
及
び
学
校
の
休
業
期
間
、

家
族
の
も
と
へ
帰
宅
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。

11

最
長
三
ヵ
月
間
、
少
年
に
対
し
て
、
二
三
時
か
ら
翌
六
時
ま
で

の
間
、
少
年
の
親
の
一
方
ま
た
は
親
権
保
持
者
の
付
添
な
く
、
公

道
を
往
来
す
る
こ
と
の
禁
止
。
な
お
、
こ
の
期
間
は
一
度
更
新
可

能
で
あ
る
。

②
少
年
裁
判
所
は
、
制
裁
の
適
正
な
執
行
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
、

少
年
司
法
保
護
局
ま
た
は
認
可
さ
れ
た
機
関
を
指
定
す
る
。
こ
の
機

関
は
、
教
育
的
制
裁
の
執
行
を
少
年
係
判
事
に
報
告
す
る
。

③
本
条
の
適
用
に
お
い
て
宣
告
さ
れ
る
教
育
的
制
裁
は
、
判
決
日
か

ら
起
算
し
て
三
ヵ
月
を
超
え
な
い
期
間
内
に
執
行
さ
れ
る
。

（法政研究82-４- ）120 1238
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④
本
条
に
規
定
さ
れ
る
教
育
的
制
裁
を
少
年
が
遵
守
し
な
い
場
合
、

少
年
裁
判
所
は
、
当
該
少
年
に
対
し
、
第
一
五
条
に
定
め
ら
れ
る
施

設
の
一
つ
へ
の
収
容
措
置
を
宣
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
六
条

二
〇
〇
七
年
三
月
五
日
の
法
律
第
二
〇
〇
七

二
九
七

号
第
五
九
条
に
よ
り
修
正
）

①
一
三
歳
以
上
の
少
年
に
対
し
て
被
疑
事
実
が
証
明
さ
れ
る
場
合
、

少
年
裁
判
所
は
、
理
由
を
付
し
た
決
定
に
よ
り
、
以
下
の
措
置
の
内

の
一
つ
を
宣
告
す
る
。

１

少
年
の
親
、
少
年
の
後
見
人
、
少
年
の
監
護
権
を
有
し
て
い
た

者
ま
た
は
信
頼
に
値
す
る
者
へ
の
引
渡
し

２

認
可
を
受
け
た
、
教
育
も
し
く
は
職
業
訓
練
を
行
う
公
的
も
し

く
は
民
間
の
組
織
ま
た
は
施
設
へ
の
収
容

３

認
可
を
受
け
た
、
医
療
施
設
ま
た
は
治
療
教
育
施
設
へ
の
収
容

４

監
視
付
教
育
ま
た
は
矯
正
教
育
を
行
う
公
的
施
設
へ
の
収
容

５

厳
粛
な
警
告

６

第
一
六
条
の
三
に
定
め
ら
れ
る
条
件
に
お
い
て
、
日
中
活
動
措

置
第
一
六
条
の
二

一
九
九
六
年
七
月
一
日
の
法
律
第
九
六

五
八
五

号
第
六
条
に
よ
り
修
正
）

①
少
年
に
対
し
て
被
疑
事
実
が
証
明
さ
れ
る
場
合
、
少
年
裁
判
所
及

び
少
年
重
罪
法
院
は
、
主
た
る
措
置
と
し
て
、
理
由
を
付
し
た
決
定

に
よ
り
、
五
年
を
超
え
な
い
期
間
、
司
法
的
保
護
の
下
に
置
く
旨
宣

告
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

②
少
年
が
服
す
る
、
保
護
、
援
助
、
監
視
及
び
教
育
と
い
っ
た
さ
ま

ざ
ま
な
措
置
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
定
め
ら

れ
る
。

③
少
年
係
判
事
は
、
司
法
的
保
護
に
服
す
る
期
間
の
満
了
ま
で
、
何

時
で
も
、
前
項
に
定
め
ら
れ
る
措
置
の
一
つ
ま
た
は
複
数
を
命
じ
る

こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
少
年
係
判
事
は
、
同
様
の
条
件
に
お
い

て
、
少
年
が
服
し
て
い
た
措
置
の
一
つ
ま
た
は
複
数
を
取
消
し
、
ま

た
は
、
司
法
的
保
護
の
下
に
置
く
こ
と
を
終
わ
ら
せ
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
。

④
司
法
的
保
護
の
期
間
満
了
の
た
め
、
一
六
歳
以
上
の
少
年
が
前
条

で
指
定
さ
れ
る
施
設
の
一
つ
へ
収
容
さ
れ
る
旨
決
定
さ
れ
る
場
合
、

当
該
収
容
が
当
事
者
の
成
人
後
も
継
続
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
当
事
者

が
そ
れ
を
請
求
す
る
場
合
の
み
で
あ
る
。

第
一
六
条
の
三

二
〇
〇
七
年
三
月
五
日
の
法
律
第
二
〇
〇
七

二

九
七
号
第
五
九
条
に
よ
り
創
設
）

①
日
中
活
動
措
置
と
は
、
公
法
上
の
法
人
、
公
的
機
関
の
任
務
を
遂
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行
す
る
私
法
上
の
法
人
、
そ
の
よ
う
な
活
動
を
組
織
す
る
認
可
を
受

け
た
団
体
の
も
と
で
、
ま
た
は
、
少
年
が
委
託
さ
れ
る
少
年
司
法
保

護
局
の
内
部
に
お
い
て
、
少
年
が
職
業
的
ま
た
は
学
業
的
に
同
化
す

る
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
を
い
う
。

②
こ
の
措
置
は
、
軽
罪
に
関
し
て
、
少
年
係
判
事
ま
た
は
少
年
裁
判

所
に
よ
っ
て
少
年
に
対
し
命
じ
ら
れ
う
る
。

③
少
年
係
判
事
ま
た
は
少
年
裁
判
所
は
、
日
中
活
動
措
置
を
宣
告
す

る
場
合
、
一
二
ヵ
月
を
超
え
な
い
限
度
で
期
間
を
定
め
、
当
該
活
動

の
実
施
態
様
を
確
定
す
る
。
少
年
係
判
事
ま
た
は
少
年
裁
判
所
は
、

公
法
上
も
し
く
は
私
法
上
の
法
人
、
団
体
、
ま
た
は
、
少
年
が
委
託

さ
れ
る
機
関
を
指
定
す
る
。

④
日
中
活
動
措
置
の
実
施
態
様
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
デ
ク
レ

で
こ
れ
を
定
め
る
。

⑤
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
デ
ク
レ
は
、
と
り
わ
け
、
以
下
の
事
項
に

関
し
そ
の
条
件
を
定
め
る
。

１

少
年
係
判
事
は
、
検
察
官
の
意
見
、
及
び
、
少
年
犯
罪
の
予
防

に
関
し
て
権
限
を
有
す
る
あ
ら
ゆ
る
公
的
組
織
の
意
見
を
聴
取
し

た
後
、
管
轄
地
域
内
で
提
供
さ
れ
う
る
活
動
、
即
ち
、
当
該
地
域

に
お
い
て
発
見
し
そ
れ
に
参
加
で
き
る
よ
う
な
活
動
の
リ
ス
ト
を

作
成
す
る
。

２

日
中
活
動
措
置
は
、
就
学
義
務
と
両
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
に
規
定
さ
れ
る
法
人
及
び
団
体
は
、
認
可
を
受
け
る
。

第
一
七
条

一
九
七
四
年
七
月
五
日
の
法
律
第
七
四

六
三
一
号
第

一
四
条
に
よ
り
修
正
）

①
上
記
第
一
五
条
及
び
第
一
六
条
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
い
ず
れ
の

場
合
に
お
い
て
も
、
こ
の
措
置
は
、
決
定
が
定
め
る
年
数
で
宣
告
さ

れ
、
そ
の
期
間
は
、
少
年
が
成
人
に
達
す
る
時
点
を
超
え
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

②
少
年
が
一
三
歳
以
上
の
場
合
、
養
護
施
設
へ
の
少
年
の
引
渡
し
が

可
能
な
の
は
、
医
学
的
治
療
の
た
め
、
ま
た
は
、
孤
児
も
し
く
は
親

が
親
権
を
喪
失
し
て
い
る
少
年
の
場
合
の
み
で
あ
る
。

第
一
八
条

一
九
四
五
年
三
月
六
日
及
び
二
一
日
の
官
報
に
よ
り

訂
正
）

一
三
歳
以
上
の
少
年
は
、
被
疑
事
実
が
証
明
さ
れ
る
場
合
、
第
二

条
に
従
い
、
刑
法
上
の
有
罪
宣
告
の
対
象
と
な
り
う
る
。

第
一
九
条

一
九
七
四
年
七
月
五
日
の
法
律
第
七
四

六
三
一
号
第

一
四
条
に
よ
り
修
正
）

①
第
一
五
条
、
第
一
六
条
も
し
く
は
第
二
八
条
に
規
定
さ
れ
る
措
置

の
一
つ
、
ま
た
は
、
刑
法
上
の
有
罪
宣
告
が
決
さ
れ
る
場
合
、
少
年
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は
さ
ら
に
、
成
人
年
齢
を
超
え
な
い
年
齢
ま
で
、
監
視
付
自
由
に
付

さ
れ
う
る
。

②
少
年
裁
判
所
は
、
本
案
判
決
を
宣
告
す
る
に
先
立
ち
、
自
ら
期
間

を
定
め
る
一
つ
ま
た
は
複
数
の
試
験
観
察
期
間
後
に
裁
定
を
下
す
た

め
、
一
時
的
に
監
視
付
自
由
措
置
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
〇
条

二
〇
一
四
年
八
月
一
五
日
の
法
律
第
二
〇
一
四

八
九

六
号
第
七
条
に
よ
り
修
正
）

①
重
罪
で
訴
追
さ
れ
た
一
六
歳
以
上
の
少
年
は
、
裁
判
長
及
び
二
名

の
陪
席
判
事
で
構
成
さ
れ
、
刑
事
陪
審
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
、
少

年
重
罪
法
院
に
よ
り
裁
判
さ
れ
る
。
少
年
重
罪
法
院
は
、
同
様
に
、

満
一
六
歳
に
達
す
る
前
に
少
年
に
よ
り
行
わ
れ
た
重
罪
ま
た
は
軽
罪

に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
犯
罪
が
主
と
し
て
訴
追
さ
れ
る
重
罪
と
牽
連

関
係
に
あ
る
か
ま
た
は
不
可
分
一
体
の
場
合
、
裁
判
権
を
も
ち
う
る
。

②
少
年
重
罪
法
院
は
、
重
罪
法
院
の
所
在
地
で
、
重
罪
法
院
の
開
廷

期
に
開
か
れ
る
。
少
年
重
罪
法
院
の
裁
判
長
が
指
名
さ
れ
、
必
要
に

応
じ
て
、
刑
事
訴
訟
法
第
二
四
四
条
乃
至
第
二
四
七
条
に
よ
っ
て
重

罪
法
院
の
裁
判
長
に
関
し
て
規
定
さ
れ
る
条
件
に
お
い
て
交
代
す
る
。

二
名
の
陪
席
判
事
は
、
不
能
の
場
合
を
除
き
、
控
訴
院
の
管
轄
に
属

す
る
少
年
係
判
事
の
中
か
ら
選
出
さ
れ
、
刑
事
訴
訟
法
第
二
四
八
条

乃
至
第
二
五
二
条
の
形
式
に
お
い
て
指
名
さ
れ
る
。

③
少
年
重
罪
法
院
付
の
検
察
官
の
職
務
は
、
検
事
長
ま
た
は
少
年
事

件
を
専
門
に
担
当
す
る
検
察
官
に
よ
り
遂
行
さ
れ
る
。

④
重
罪
法
院
の
書
記
官
は
、
少
年
重
罪
法
院
に
お
い
て
書
記
官
の
職

務
を
遂
行
す
る
。

⑤
開
廷
期
の
全
て
の
被
告
人
が
少
年
重
罪
法
院
に
移
送
さ
れ
る
場
合
、

刑
事
訴
訟
法
第
二
八
八
条
乃
至
第
二
九
二
条
の
規
定
に
従
い
、
少
年

重
罪
法
院
に
よ
っ
て
手
続
が
行
わ
れ
る
。

⑥
前
項
と
は
異
な
る
場
合
、
少
年
重
罪
法
院
の
陪
審
は
、
重
罪
法
院

に
よ
り
作
成
さ
れ
た
名
簿
に
基
づ
き
選
出
さ
れ
た
陪
審
員
で
構
成
さ

れ
る
。

⑦
前
項
の
規
定
の
留
保
の
下
、
少
年
重
罪
法
院
の
裁
判
長
及
び
少
年

重
罪
法
院
は
、
刑
事
訴
訟
法
の
規
定
に
よ
り
重
罪
法
院
の
裁
判
長
及

び
重
罪
法
院
に
付
与
さ
れ
た
権
限
を
そ
れ
ぞ
れ
行
使
す
る
。

⑧
第
一
四
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、

少
年
重
罪
法
院
に
適
用
さ
れ
る
。

⑨
被
告
人
の
尋
問
の
後
、
少
年
重
罪
法
院
の
裁
判
長
は
、
何
時
で
も
、

少
年
被
告
人
が
一
連
の
審
理
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
間
、
退
廷
す
る

よ
う
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑩
本
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
規
定
の
留
保
の
下
、
重
罪
で
訴
追
さ
れ
た
一

六
歳
以
上
の
少
年
に
関
し
て
、
刑
事
訴
訟
法
第
一
九
一
条
乃
至
第
二

一
八
条
及
び
第
二
三
一
条
乃
至
第
三
七
九

一
条
の
規
定
に
従
っ
て
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手
続
が
行
わ
れ
る
。

被
告
人
が
一
八
歳
未
満
の
場
合
、
裁
判
長
は
、
以
下
の
二
つ
の
質

問
を
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
に
違
反
し
た
場
合
、
手
続
が

無
効
と
な
る
。

１

被
告
人
に
刑
法
上
の
有
罪
宣
告
を
行
う
理
由
が
あ
る
か
。

２

被
告
人
か
ら
第
二
〇

二
条
に
規
定
さ
れ
る
刑
の
減
軽
の
利
益

を
奪
う
理
由
が
あ
る
か
。

有
責
と
宣
告
さ
れ
た
少
年
被
告
人
が
刑
法
上
の
有
罪
判
決
の
対
象

と
な
る
べ
き
で
な
い
と
決
さ
れ
る
場
合
、
法
院
ま
た
は
陪
審
が
裁
定

を
下
す
こ
と
に
な
る
収
容
も
し
く
は
監
護
に
関
す
る
措
置
ま
た
は
教

育
的
制
裁
は
、
第
一
五

一
条
、
第
一
六
条
及
び
第
一
九
条
第
一
項

の
措
置
ま
た
は
教
育
的
制
裁
で
あ
る
。

第
二
〇

一
条

一
九
九
二
年
一
二
月
一
六
日
の
法
律
第
九
二

一

三
三
六
号
第
二
五
三
条
に
よ
り
修
正
）

少
年
に
よ
り
行
わ
れ
た
第
五
級
違
警
罪
は
、
本
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第

八
条
乃
至
第
一
九
条
に
規
定
さ
れ
る
条
件
に
お
い
て
、
予
審
が
行
わ

れ
、
裁
判
さ
れ
る
。

第
二
〇

二
条

二
〇
一
四
年
八
月
一
五
日
の
法
律
第
二
〇
一
四

八
九
六
号
第
七
条
に
よ
り
修
正
）

①
少
年
裁
判
所
及
び
少
年
重
罪
法
院
は
、
一
三
歳
以
上
の
少
年
に
対

し
て
、
科
さ
れ
る
刑
の
二
分
の
一
を
超
え
る
自
由
剥
奪
刑
を
宣
告
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
科
さ
れ
る
刑
が
無
期
懲
役
の
場
合
、
少
年
裁

判
所
及
び
少
年
重
罪
法
院
は
、
二
〇
年
を
超
え
る
懲
役
刑
を
宣
告
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

②
但
し
、
少
年
が
一
六
歳
以
上
で
あ
る
場
合
、
少
年
裁
判
所
及
び
少

年
重
罪
法
院
は
、
例
外
的
に
、
か
つ
、
事
案
の
状
況
、
少
年
の
人
格

及
び
少
年
の
状
況
に
鑑
み
て
、
第
一
項
を
適
用
す
る
必
要
が
な
い
と

決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
決
定
が
少
年
裁
判
所
に
よ
っ
て
下

さ
れ
う
る
の
は
、
特
別
に
理
由
を
付
し
た
判
示
に
よ
っ
て
の
み
で
あ

る
。

③
少
年
に
対
し
て
宣
告
さ
れ
る
教
育
的
措
置
ま
た
は
教
育
的
制
裁
は
、

累
犯
の
前
提
の
初
度
目
を
構
成
し
え
な
い
。

④
保
安
期
間
に
関
す
る
刑
法
第
一
三
二

二
三
条
の
規
定
は
、
少
年

に
適
用
さ
れ
な
い
。

⑤
少
年
に
科
さ
れ
る
拘
禁
刑
は
、
行
刑
施
設
の
特
別
区
画
、
ま
た
は
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
デ
ク
レ
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
条
件
の
下
、
少

年
の
た
め
に
専
門
化
さ
れ
た
行
刑
施
設
に
お
い
て
執
行
さ
れ
る
。

（法政研究82-４- ）124 1242

資 料



第
二
〇

三
条

二
〇
一
四
年
八
月
一
五
日
の
法
律
第
二
〇
一
四

八
九
六
号
第
七
条
に
よ
り
修
正
）

少
年
裁
判
所
及
び
少
年
重
罪
法
院
は
、
第
二
〇

二
条
第
二
項
が

適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
き
、
一
三
歳
以
上
の
少
年
に
対
し
て
、
科
せ

ら
れ
る
罰
金
額
の
二
分
の
一
を
超
え
る
罰
金
刑
ま
た
は
七
五
〇
〇

ユ
ー
ロ
を
超
え
る
罰
金
刑
を
宣
告
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
二
〇

四
条

二
〇
一
四
年
八
月
一
五
日
の
法
律
第
二
〇
一
四

八
九
六
号
第
二
三
条
に
よ
り
修
正
）

刑
事
強
制
（la co

n
tra
in
te p

en
a
le

）、
国
外
退
去
の
刑
、
並
び

に
、
日
数
罰
金
刑
、
公
民
権
、
私
法
上
及
び
家
族
法
上
の
権
利
停
止

の
刑
、
公
務
ま
た
は
職
業
的
も
し
く
は
社
会
的
活
動
禁
止
の
刑
、
滞

在
禁
止
の
刑
、
事
業
所
閉
鎖
の
刑
、
公
契
約
か
ら
の
排
除
の
刑
、
有

罪
判
決
の
掲
示
ま
た
は
公
告
の
刑
は
、
少
年
に
対
し
て
宣
告
さ
れ
え

な
い
。

第
二
〇

四

一
条

二
〇
〇
四
年
三
月
九
日
の
法
律
第
二
〇
〇
四

二
〇
四
号
第
四
四
条
に
よ
り
創
設
）

市
民
資
格
研
修
の
刑
に
関
す
る
刑
法
第
一
三
一

五

一
条
の
規
定

は
、
一
三
歳
以
上
一
八
歳
未
満
の
少
年
に
適
用
さ
れ
る
。
そ
の
際
、

研
修
の
内
容
は
、
被
有
罪
宣
告
者
の
年
齢
に
適
合
し
た
も
の
と
す
る
。

裁
判
所
は
、
こ
の
研
修
が
少
年
の
費
用
で
実
施
さ
れ
る
旨
命
じ
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

第
二
〇

五
条

二
〇
一
一
年
八
月
一
〇
日
の
法
律
第
二
〇
一
一

九
三
九
号
第
四
六
条
に
よ
り
修
正
）

①
公
益
奉
仕
労
働
に
関
す
る
刑
法
第
一
三
一

八
条
、
及
び
、
第
一

三
一

二
二
条
乃
至
第
一
三
一

二
四
条
の
規
定
は
、
一
六
歳
以
上
一

八
歳
未
満
の
少
年
に
適
用
さ
れ
る
。
同
様
に
、
公
益
奉
仕
労
働
を
履

行
す
る
義
務
を
伴
う
執
行
猶
予
に
関
す
る
刑
法
第
一
三
二

五
四
条

乃
至
第
一
三
二

五
七
条
の
規
定
も
、
こ
れ
ら
の
少
年
に
適
用
さ
れ

る
。
刑
法
第
一
三
二

五
七
条
の
適
用
に
つ
き
、
少
年
が
判
決
日
に

一
六
歳
で
あ
る
場
合
、
同
条
に
規
定
さ
れ
る
条
件
の
下
で
、
か
つ
、

同
条
に
規
定
さ
れ
る
態
様
に
従
い
、
閉
鎖
的
拘
禁
刑
か
ら
公
益
奉
仕

労
働
付
執
行
猶
予
へ
の
転
換
が
可
能
で
あ
る
。

②
刑
法
第
一
三
一

八
条
及
び
第
一
三
二

五
四
条
の
適
用
に
つ
き
、

公
益
奉
仕
労
働
は
、
少
年
に
適
合
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
育
成

的
性
格
、
ま
た
は
、
若
年
被
有
罪
宣
告
者
の
社
会
復
帰
を
促
進
し
う

る
性
格
を
呈
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
二
〇

六
条

一
九
九
二
年
一
二
月
一
六
日
の
法
律
第
九
二

一

三
三
六
号
第
二
五
四
条
に
よ
り
創
設
）

い
か
な
る
禁
止
、
失
権
ま
た
は
無
能
力
も
、
少
年
に
対
し
て
宣
告

さ
れ
る
刑
法
上
の
有
罪
判
決
か
ら
当
然
に
は
生
じ
え
な
い
。

第
二
〇

七
条

二
〇
一
一
年
八
月
一
〇
日
の
法
律
第
二
〇
一
一

九
三
九
号
第
四
七
条
に
よ
り
削
除
）

第
二
〇

八
条

一
九
九
七
年
一
二
月
一
九
日
の
法
律
第
九
七

一

一
五
九
号
第
一
三
条
に
よ
り
創
設
）

電
子
監
視
設
置
に
関
す
る
刑
事
訴
訟
法
第
七
二
三

三
条
乃
至
第

七
二
三

一
三
条
の
規
定
は
、
少
年
に
適
用
さ
れ
る
。

第
二
〇

九
条

二
〇
〇
四
年
三
月
九
日
の
法
律
第
二
〇
〇
四

二

〇
四
号
第
一
六
五
条
に
よ
り
修
正
）

①
少
年
の
た
め
に
専
門
化
さ
れ
た
裁
判
所
に
よ
る
有
罪
宣
告
の
場
合
、

被
有
罪
宣
告
者
が
二
一
歳
に
達
す
る
ま
で
、
刑
法
及
び
刑
事
訴
訟
法

に
よ
り
刑
罰
適
用
判
事
に
割
り
当
て
ら
れ
た
職
務
は
、
少
年
係
判
事

が
遂
行
す
る
。
少
年
裁
判
所
は
、
行
刑
裁
判
所
に
付
与
さ
れ
た
権
限

を
行
使
し
、
少
年
の
た
め
の
特
別
部
は
刑
罰
適
用
部
に
付
与
さ
れ
た

権
限
を
行
使
す
る
。

②
但
し
、
少
年
係
判
事
は
、
被
有
罪
宣
告
者
が
判
決
日
に
一
八
歳
に

達
し
た
場
合
、
専
門
化
さ
れ
た
裁
判
所
が
特
別
な
決
定
に
よ
っ
て
決

す
る
場
合
に
の
み
、
管
轄
を
有
す
る
。

③
少
年
係
判
事
は
、
被
有
罪
宣
告
者
が
一
八
歳
に
達
し
た
場
合
、
少

年
の
人
格
ま
た
は
宣
告
さ
れ
る
刑
期
を
理
由
と
し
て
、
刑
罰
適
用
判

事
の
た
め
に
管
轄
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

④
少
年
係
判
事
は
、
第
一
項
の
有
罪
宣
告
の
執
行
準
備
、
実
施
及
び

調
査
の
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
、
少
年
司
法
保
護
局
の
公
的
部
門
の

部
署
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
部
署
は
、
被
有
罪
宣
告
者

に
課
さ
れ
る
義
務
の
遵
守
を
監
視
す
る
。
少
年
係
判
事
も
同
様
に
、

被
有
罪
宣
告
者
が
一
八
歳
に
達
し
た
場
合
、
こ
の
た
め
に
社
会
復

帰
・
保
護
観
察
所
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑤
必
要
な
場
合
、
本
条
の
適
用
条
件
は
デ
ク
レ
で
こ
れ
を
定
め
る
。

第
二
〇

一
〇
条

二
〇
一
一
年
一
二
月
二
六
日
の
法
律
第
二
〇
一

一

一
九
四
〇
号
第
三
条
に
よ
り
修
正
）

①
少
年
の
た
め
に
専
門
化
さ
れ
た
裁
判
所
に
よ
り
宣
告
さ
れ
る
、
保

護
観
察
付
執
行
猶
予
ま
た
は
公
益
奉
仕
労
働
付
執
行
猶
予
を
伴
う
拘

禁
刑
の
有
罪
判
決
の
場
合
、
判
決
裁
判
所
は
、
少
年
の
人
格
が
正
当

化
す
る
際
に
は
、
第
一
六
条
及
び
第
一
九
条
で
定
め
ら
れ
る
措
置
の

一
つ
を
付
加
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
ら
の
措
置
は
、
刑
罰
の
執
行
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期
間
中
、
何
時
で
も
、
少
年
係
判
事
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
う
る
。
判

決
裁
判
所
は
、
特
に
、
第
三
三
条
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
閉
鎖
型
教

育
セ
ン
タ
ー
に
少
年
を
収
容
す
る
旨
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
判
決
裁
判
所
は
、
刑
法
第
一
三
二

四
三
条
に
規
定
さ
れ
る
条
件

の
下
、
第
一
項
に
定
め
ら
れ
る
措
置
の
実
行
条
件
を
遵
守
す
る
義
務

を
被
有
罪
宣
告
者
に
課
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
義
務
の
不
遵
守
は
、

保
護
観
察
付
執
行
猶
予
の
取
消
及
び
拘
禁
刑
の
執
行
を
も
た
ら
し
う

る
。

③
判
決
裁
判
所
は
、
同
様
に
、
第
一
三
二

四
三
条
に
規
定
さ
れ
る

条
件
の
下
、
国
民
役
務
法
第
Ｌ
一
三
〇

一
条
乃
至
第
Ｌ
一
三
〇

五

条
に
定
め
ら
れ
る
、
国
防
参
入
の
公
的
施
設
に
お
け
る
役
務
契
約
を

履
行
す
る
義
務
を
一
六
歳
以
上
の
被
有
罪
宣
告
者
に
課
す
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
義
務
の
不
遵
守
は
、
保
護
観
察
付
執
行
猶
予
の
取
消
及

び
拘
禁
刑
の
執
行
を
も
た
ら
し
う
る
。
こ
の
義
務
は
、
こ
れ
を
拒
否

す
る
被
告
人
、
ま
た
は
、
審
判
に
出
席
し
て
い
な
い
被
告
人
に
対
し

て
は
宣
告
さ
れ
え
な
い
。
裁
判
長
は
、
判
決
の
宣
告
に
先
立
ち
、
被

告
人
が
志
願
を
表
明
す
る
の
に
有
益
な
全
て
の
情
報
の
提
供
を
受
け

た
か
ど
う
か
を
確
認
し
、
被
告
人
に
国
防
参
入
の
公
的
施
設
に
お
け

る
役
務
契
約
の
履
行
を
拒
否
す
る
権
利
が
あ
る
旨
を
告
知
し
た
上
で
、

被
告
人
か
ら
回
答
を
え
る
。

④
本
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
二
〇

九
条
に
よ
り
規
定
さ
れ
る
い
ず
れ
の

場
合
に
お
い
て
も
、
刑
罰
適
用
判
事
が
保
護
観
察
付
執
行
猶
予
に
関

し
て
定
め
ら
れ
た
義
務
の
一
つ
も
し
く
は
複
数
を
被
有
罪
宣
告
者
に

課
す
こ
と
の
で
き
る
、
刑
罰
ま
た
は
刑
罰
の
修
正
が
問
題
と
な
る
場

合
、
少
年
係
判
事
も
同
様
に
、
第
一
六
条
及
び
第
一
九
条
に
定
め
ら

れ
る
措
置
の
一
つ
の
遵
守
を
被
有
罪
宣
告
者
に
課
す
こ
と
が
で
き
、

こ
れ
ら
の
措
置
は
、
刑
の
執
行
中
、
修
正
さ
れ
う
る
。
少
年
係
判
事

は
、
同
様
に
、
保
護
観
察
付
執
行
猶
予
に
関
し
て
定
め
ら
れ
た
義
務

の
不
遵
守
が
執
行
猶
予
の
取
消
及
び
拘
禁
刑
の
執
行
を
も
た
ら
し
う

る
場
合
、
第
三
三
条
に
規
定
さ
れ
る
閉
鎖
型
教
育
セ
ン
タ
ー
に
少
年

を
収
容
す
る
旨
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑤
刑
罰
の
適
正
な
執
行
を
監
視
す
る
機
関
の
責
任
者
は
、
少
年
が
自

ら
に
課
さ
れ
た
義
務
を
遵
守
し
な
い
場
合
、
共
和
国
検
事
及
び
少
年

係
判
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
〇

一
一
条

二
〇
一
三
年
八
月
五
日
の
法
律
二
〇
一
三

七

一
一
号
第
二
五
条
に
よ
り
創
設
）

当
該
者
が
行
為
時
に
少
年
で
あ
っ
た
場
合
、
少
年
裁
判
所
は
、
刑

事
訴
訟
法
第
七
二
八

四
条
乃
至
第
七
二
八

七
条
の
適
用
に
つ
き
軽

罪
裁
判
所
の
権
限
を
行
使
し
、
少
年
係
判
事
は
、
同
法
第
七
二
八

四
六
条
及
び
第
七
二
八

六
七
条
の
適
用
に
つ
き
大
審
裁
判
所
所
長

及
び
自
由
と
拘
禁
判
事
の
権
限
を
行
使
す
る
。
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第
二
〇

一
二
条

二
〇
一
五
年
八
月
一
七
日
の
法
律
第
二
〇
一
五

九
九
三
号
第
五
条
に
よ
り
創
設
）

少
年
裁
判
所
は
、
行
為
時
に
未
成
年
で
あ
っ
た
者
に
対
し
、
他
の

Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
裁
判
所
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
有
罪
判
決
及
び
保
護
観

察
の
決
定
の
承
認
及
び
執
行
に
関
し
、
刑
事
訴
訟
法
第
七
六
四

二

一
条
乃
至
第
七
六
四

四
三
条
に
定
め
ら
れ
た
刑
罰
適
用
判
事
の
権

限
を
行
使
す
る
。

第
二
一
条

二
〇
一
一
年
一
二
月
一
三
日
の
法
律
第
二
〇
一
一

一

八
六
二
号
第
二
条
に
よ
り
修
正
）

①
刑
事
訴
訟
法
第
五
二
四
条
乃
至
五
三
〇

一
条
が
適
用
さ
れ
る
場

合
を
除
き
、
少
年
に
よ
り
行
わ
れ
た
第
一
級
か
ら
第
四
級
ま
で
の
違

警
罪
は
、
少
年
裁
判
所
に
つ
い
て
第
一
四
条
に
規
定
さ
れ
る
公
開
の

条
件
の
下
、
所
在
す
る
違
警
罪
裁
判
所
に
付
託
さ
れ
る
。

②
裁
判
所
は
、
違
警
罪
が
証
明
さ
れ
る
場
合
、
単
に
少
年
を
譴
責
に

付
す
か
、
ま
た
は
、
法
律
に
規
定
さ
れ
る
罰
金
刑
を
宣
告
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
但
し
、
一
三
歳
未
満
の
少
年
は
、
譴
責
の
対
象
に
し
か

な
り
え
な
い
。

③
さ
ら
に
、
違
警
罪
裁
判
所
は
、
監
視
措
置
の
採
用
が
少
年
の
た
め

に
有
益
で
あ
る
と
思
料
す
る
場
合
、
判
決
宣
告
の
後
、
少
年
を
監
視

付
自
由
の
下
に
置
く
権
限
を
有
す
る
少
年
係
判
事
に
一
件
書
類
を
送

付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

④
違
警
罪
裁
判
所
の
決
定
に
対
す
る
上
訴
は
、
少
年
の
た
め
の
裁
判

所
の
組
織
に
関
す
る
一
九
五
八
年
一
二
月
二
二
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス

第
五
八

一
二
七
四
号
第
七
条
に
規
定
さ
れ
る
条
件
に
お
い
て
、
控

訴
院
へ
提
起
さ
れ
る
。

第
二
二
条

一
九
五
八
年
一
二
月
二
三
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
五

八

一
三
〇
〇
号
第
一
条
に
よ
り
修
正
）

①
少
年
係
判
事
及
び
少
年
裁
判
所
は
、
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、

故
障
申
立
ま
た
は
上
訴
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
ら
の
決
定
の
仮
執
行
を

命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
上
記
第
一
五
条
に
規
定
さ
れ
る
決
定
が
一
三
歳
未
満
の
少
年
に
対

し
て
欠
席
裁
判
で
宣
告
さ
れ
た
際
に
、
仮
執
行
が
命
じ
ら
れ
た
場
合
、

こ
の
決
定
は
、
刑
事
訴
訟
法
第
七
〇
七
条
の
規
定
に
従
い
、
共
和
国

検
事
の
請
求
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
る
。
当
該
少
年
は
、
受
入
れ
セ
ン

タ
ー
、
第
一
〇
条
に
定
め
ら
れ
る
機
関
の
受
入
れ
部
門
、
養
護
施
設
、

ま
た
は
、
観
察
セ
ン
タ
ー
に
引
致
さ
れ
、
留
置
さ
れ
る
。

第
二
三
条

二
〇
〇
〇
年
六
月
一
五
日
の
法
律
第
二
〇
〇
〇

五
一

六
号
第
八
三
条
に
よ
り
修
正
）

少
年
保
護
委
員
は
、
控
訴
院
特
別
部
に
お
い
て
、
上
記
一
九
五
八
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年
一
二
月
二
二
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
五
八

一
二
七
四
号
第
六
条

に
定
め
ら
れ
る
職
務
を
遂
行
す
る
。
少
年
保
護
委
員
は
、
少
年
が
単

独
ま
た
は
成
人
の
共
同
正
犯
者
も
し
く
は
共
犯
者
と
と
も
に
関
係
す

る
事
件
に
つ
き
、
予
審
部
が
裁
判
管
轄
を
有
す
る
場
合
、
予
審
部
の

構
成
員
と
な
る
。
少
年
保
護
委
員
は
、
召
喚
さ
れ
、
第
二
九
条
（
第

一
項
）
に
よ
っ
て
少
年
係
判
事
に
付
与
さ
れ
た
権
限
を
行
使
す
る
。

第
二
四
条

二
〇
〇
〇
年
六
月
一
五
日
の
法
律
第
二
〇
〇
〇

五
一

六
号
第
八
六
条
に
よ
り
修
正
）

①
刑
事
訴
訟
法
第
四
八
七
条
以
下
か
ら
生
じ
る
欠
席
及
び
故
障
申
立

に
関
す
る
原
則
は
、
少
年
係
判
事
及
び
少
年
裁
判
所
の
判
決
に
適
用

さ
れ
る
。

②
刑
事
訴
訟
法
第
一
八
五
条
乃
至
第
一
八
七
条
の
規
定
は
、
少
年
係

判
事
及
び
少
年
事
件
を
専
門
に
担
当
す
る
予
審
判
事
の
命
令
に
適
用

さ
れ
る
。
但
し
、
刑
事
訴
訟
法
第
一
八
六
条
に
反
し
て
、
第
一
〇
条

に
規
定
さ
れ
る
一
時
的
措
置
に
関
す
る
少
年
係
判
事
及
び
予
審
判
事

の
命
令
は
、
上
訴
さ
れ
う
る
。
こ
の
上
訴
は
、
刑
事
訴
訟
法
第
四
九

八
条
の
期
間
内
に
、
控
訴
院
特
別
部
に
提
起
さ
れ
る
。

③
刑
事
訴
訟
法
の
規
定
か
ら
生
じ
る
上
訴
に
関
す
る
原
則
は
、
少
年

係
判
事
及
び
少
年
裁
判
所
の
判
決
、
並
び
に
、
第
一
審
で
下
さ
れ
る

少
年
重
罪
法
院
の
判
決
に
適
用
さ
れ
る
。

④
故
障
申
立
、
上
訴
、
破
棄
申
立
の
権
利
は
、
少
年
ま
た
は
少
年
の

法
定
代
理
人
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
う
る
。

⑤
刑
法
上
の
有
罪
判
決
が
介
在
す
る
場
合
を
除
き
、
破
棄
申
立
は
停

止
効
を
も
た
な
い
。

⑥
少
年
係
判
事
の
判
決
は
、
証
印
及
び
登
録
手
続
を
免
除
さ
れ
る
。

（
井
上
宜
裕
・
大
貝
葵
）
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